
【記載例】変更届出書（様式第22号の２）

様式第二十二号の二（第八条、第十条関係）

　(1)商号又は名称　(2)営業所の名称、所在地又は業種　(3)資本金額　(4)役員等の氏名　(5)個人業者の氏名
　(6)支配人の氏名　(7)建設業法施行令第３条に規定する使用人 (8)　建設業法第7条第2号　に規定する営業所に置かれる専任の技術者

建設業法第15条第2号
について変更があったので届出をします。

新潟市中央区新光町４－１
新潟県庁建設株式会社

殿

許可年月日

◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】

連絡先

ファックス番号　　　025-285-3572

所属等　　　　　　　総務部 氏名　　　　　　　新潟　一郎 電話番号　　　025-285-5511
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　変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎【営業し
ようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容を記
入すること。

令第３条の使用人 － 十日町　四郎 R3.4.1 〃

営業所技術者等 － 柏崎　五郎 R3.4.1 長岡営業所

営業所の所在地 － 長岡市四郎丸町１７３－２ R3.4.1 〃

営業所の業種 － 管 R3.4.1 〃

役員の氏名 － 長岡　次郎 R3.4.1 就任

営業所の名称 － 長岡営業所 R3.4.1 営業所の新設

資本金額 20,000千円 30,000千円 R3.4.1 増資

役員の氏名 柏崎　四郎 － R3.3.31 退任

商号 新潟県庁工業（株） 新潟県庁建設（株） R3.4.1

営業所の所在地 新潟市中央区川岸町3-18-1 新潟市中央区新光町４－１ R3.4.1 移転

新潟　次郎 新潟　太郎 R3.4.1代表者

常勤役員等の氏名 新潟　次郎 新潟　太郎 R3.4.1

記
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変　更　届　出　書

（第一面）
下記のとおり、

令和　○　年　○　月　○　日

 地方整備局長
 北海道開発局長

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ６

常勤役員等又は直接に補佐する者が変更された
場合は「（4）役員等の氏名」に○

0 2

※項番３７～項番４４は、変更があった項目
のみ記入してください。営業所技術者等や
代表者ではない役員の異動があった場合は、
記入不要です。

※各カラムへの記入方法については、注意事
項を確認してください。

変更が生じた日を記入
※役員の変更の場合は
登記上の就退任の日
付を記入してくださ
い（届出日や登記日
ではありません）。

該当する事項に○

役員の就任・退任は
２行に分けて記入

※各カラムへの記入方法については、注意事項
を確認してください。

所在地、商号、代表者に変更が
ある場合、届出者は「変更後」
の内容で記入

代表者や役員に変更があった場合、
当該代表者や役員が「経営業務の管
理責任者」でもある場合は、届出事
項に「常勤役員等の氏名」として経
営業務の管理責任者の変更について
も記入
※特に、代表者と経営業務の管理責
任者を兼ねる場合で、代表者の変
更しか記入がない場合は、経営業
務の管理責任者の変更の届出には
なりませんので注意してください。


